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トップページメニュー・新機能の紹介

安曇野市公式ホームページ http://www.city.azumino.nagano.jp/
安曇野市公式ホームページ（携帯版） http://www.city.azumino.nagano.jp/mobile/

ＵＲＬについて
●トップページ ･･････ これまでと同じ上記ＵＲＬで閲覧できます。
●その他のページ ････ＵＲＬが変更になっています。「お気に入り」のリンクの確認をお願いします。

①主要メニュー
利用が多い項目をボタンにして、トップページ２カ
所に配置しました。

②情報掲載コーナー
新着情報やトピックスなどを掲載しています。

③特集コーナー
困った時の相談窓口や申請書のダウンロード、市の
計画・重要施策などを掲載しています。

⑤スマートフォン・携帯電話
パソコンで見る画面と別の専用デザインを用意。パ
ソコンを起動することなく快適に閲覧できます。
※スマートフォンは、全てのページを閲覧可能です。

④ウェブブック
実際に本を読む感覚で楽しく広報紙やパンフレット
などを見ることができます。

■市公式ツイッター

■市役所への問い合わせ

市のイベントや、災害・緊急情報などを掲載します。
市公式ツイッターへは、市ホームページからもアク
セスできます。
　  http://www.city.azumino.nagano.jp/
　ツイッターアカウント　Azumino_city

担当部署が分かる場合
市ホームページの各課案内から、電話、ファクスま
たは問い合わせフォーム（メール）をご利用ください。

担当部署が不明な場合
市役所代表あてに問い合わせください。
71・2000　 71・5000

info@city.azumino.nagano.jp

郵送の場合
安曇野市役所
〒399-8281（住所記載不要）安曇野市役所（課名）

防災・災害情報

　防災・災害情報は、市ホームページ・ツイッ
ターのほか、次の伝達手段でお知らせします。

１　デジタル同報系防災行政無線
　「防災・災害情報」「行方不明者情報」「有
害鳥獣出没情報」などを屋外スピーカーから
緊急放送します。

放送内容の確認方法
・市防災行政無線テレフォンサービス
0120-27-1313（フリーダイヤル）

・あづみ野エフエム（周波数 FM76.1MHz）
　※時間をおいて放送します。

２　市メール配信サービス
火災や災害、緊急情報などを
携帯電話やパソコン等にメー
ル配信します。
※右のバーコードを読み取るか次の
アドレスに空メールを送って登録してください。

　ipan@info.city.azumino.nagano.jp

３　緊急速報メール
避難勧告、避難指示など、緊急性の高い情
報は、携帯電話会社３社のシステムを利用
して配信します。

４　災害情報共有システム（Ｌアラート）
市から各報道機関や携帯電話会社などへ
災害・緊急情報等を配信・提供します。

　アナログ同報系防災行政無線による放送が
３月末で終了します。
　各家庭に配布した戸別受信機を次の日程で
回収します
４月 10 日（日）（三郷・堀金・明科地域）
　　 17 日（日）（豊科・穂高地域）
　資源物収集と同じ時間帯に各資源ステー
ションで回収します。
※詳しくは広報あづみの２月 17 日発行号３ページをご覧
ください。

問 危機管理課消防防災係
　（ 72・6769　 72・6739）

お知らせ
３月 31日でアナログ同報系
防災行政無線が終了。
戸別受信機を回収します

■市政への意見・提言

住み良い安曇野市を
つくっていくため、
市政への意見、提言
をお寄せください。
「市長への提案」用
紙または、市ホーム
ページお問い合わせ
フォーム、電子メー
ル、ファクスなどで

秘書広報課にお送りください。「市長への提案」用紙は、
市役所または各支所地域課に備え付けています。
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